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日 本 電 計 株 式 会 社 

証券コード 9908
2023年６月７日

（電子提供措置の開始日2023年６月１日）

株 主 各 位

東京都台東区上野５丁目14番12号

代表取締役社長 森田 幸哉

第78回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第78回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト https://www.n-denkei.co.jp/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基

本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧下さい。

なお、 当日のご出席されない場合、 書面またはインターネットにより議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類を

ご検討下さいまして、2023年６月22日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使し

て下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年６月23日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都台東区東上野１丁目26番２号

オーラム 地下２階 ラ・サル ローヤル
(末尾会場ご案内図をご参照下さい。)

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第78期（2022年４月１日から2023年３月31日まで)

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監
査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第78期（2022年４月１日から2023年３月31日まで)
計算書類の内容報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

……………………………………………………………………………………………………
①電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
を掲載させていただきます。

②当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出下さ
いますようお願い申し上げます。

③議決権行使についてのご案内
(1)書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月22日
(木曜日)午後５時30分までに到着するようご返送下さい。議決権行使書面におい
て、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

(2)インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、３頁の「インターネットに
よる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、2023年６月22日(木曜日)午後５時30
分までに行使して下さい。

(3)インターネットにより議決権を行使された株主様につきましては、議決権行使書
用紙をご返送いただいた場合でも、インターネットによる議決権行使を株主様の
意思表示として取り扱います。

(4)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたもの
を株主様の意思表示として取り扱います。

《ご来場される株主様へのお願い》
株主総会でのお土産の配布及び株主総会終了後の懇親会は予定しておりません。予
めご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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インターネットによる議決権行使に関して、

ご不明な点につきましては、以下にお問い合

わせくださいますようお願い申しあげます。

東京証券代行株式会社

 0120-88-0768
受付時間：午前9時〜午後9時

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイト

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

https://www.tosyodai54.net

以降は画面の案内に従って 

賛否をご入力ください。4

議決権行使コード及びパスワードを入力するこ
となく議決権行使ウェブサイトにログインする
ことができます。

スマートフォンにてQRコードを
読み取る方法「スマート行使」

スマートフォンにて議決権行使書用紙右下に 

記載のQRコードを読み取ってください。1

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お
手数ですがパソコン向けサイトへアクセスし、
議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー
ド」・「パスワード」を入力してログイン、再度
議決権行使をお願いいたします。
※  QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ

トへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って 

賛否をご入力ください。2

インターネットによる議決権行使についての注意事項

※ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、
通信料金及びプロバイダへの接続料金等は株主
様のご負担となりますので、ご了承ください。

※ パソコンまたはスマートフォン等による議決権行
使は、インターネット利用環境によっては行えな
い場合もございますので、ご了承ください。ま
た、携帯電話による議決権行使は、携帯電話の
機種等によっては行えない場合もございますの
で、ご了承ください。

議決権行使ウェブサイトに 

アクセスしてください。1

「次へすすむ」

をクリック

「ログイン」を

クリック

「議決権行使

コード」を入力

議決権行使書用紙に記載された 

「議決権行使コード」をご入力ください。2

「初期パスワード」
を入力

「登録」を
クリック

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

議決権行使書用紙に記載された 

「パスワード」をご入力ください。3
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、健全に事業を行う上で必要な内部留保を確保し、財務の健全
性を維持しつつ、株主の皆様に対しては、業績に応じた利益還元を積極
的に行うことを基本方針といたしております。

この方針の下、期末配当につきましては、１株につき45円とさせてい
ただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 金45円
（うち普通配当45円） 総額 520,553,205円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月26日
2022年12月に１株につき30円の中間配当を行っておりますので、年間

配当金は１株につき75円となります。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員(９名)は、本総会の終
結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取
締役を除く。）９名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりで
あります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

１

やなぎ たん ほう

柳 丹 峰
(1962年２月28日生)

再任

1991年８月 当社入社

30,136株

1997年６月 上海電恵測試儀器設備有限公司董事長

2005年６月 取締役中国・台湾担当

2006年４月 取締役海外エリア担当

2006年10月 取締役常務執行役員海外エリア担当

2007年４月 取締役専務執行役員営業本部副本部長

海外エリア担当

2008年４月 専務取締役海外営業本部長

2016年４月 代表取締役社長

2022年４月 代表取締役会長就任(現)

(重要な兼職の状況）

電計貿易(上海)有限公司 董事長

電計科技研発(上海)股份有限公司 董事長

電計科技発展(上海)有限公司 董事長

日本電計(香港)有限公司 董事長

２

もり た ゆき や

森 田 幸 哉
(1963年９月11日生)

再任

1987年３月 当社入社

23,628株

2007年３月 三重営業所所長

2008年４月 名古屋営業所所長

2011年４月 執行役員国内営業本部付

2012年10月 執行役員海外営業本部副本部長

2013年６月 取締役海外営業本部副本部長

アセアン・その他エリア担当

2016年４月 常務取締役国内営業本部長

甲信越エリア担当

2017年３月 常務取締役国内営業本部長

甲信越エリア・事業推進部・営業支援部門担当

2018年４月 専務取締役国内営業本部長

事業推進部・営業支援部門担当

2020年４月 専務取締役国内営業本部長

営業支援部門担当

2021年４月 代表取締役副社長

2022年４月 代表取締役社長就任(現)
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

３

かじ わら たく や

梶 原 琢 也
(1968年５月11日生)

再任

1989年３月 当社入社

13,590株

2008年４月 千葉営業所所長

2012年３月 執行役員新事業推進室室長

ＥＭＣ事業推進室室長

2014年10月 執行役員国内営業本部担当

2016年３月 執行役員東京営業所所長

2017年３月 執行役員国内営業本部

東北・北関東エリア担当

2017年６月 取締役国内営業本部

九州エリア担当

2018年４月 取締役国内営業本部副本部長

九州エリア担当

2019年４月 取締役国内営業本部副本部長

中四国・九州エリア担当

2020年４月 取締役国内営業本部副本部長

関西京滋エリア・事業推進部担当

2021年４月 常務取締役国内営業本部長

事業推進部・営業支援部門担当

2022年４月 常務取締役営業本部長就任(現)

(重要な兼職の状況）

ユウアイ電子㈱ 取締役

４

わ だ ふみ のり

和 田 史 宣
(1967年８月３日生)

再任

1988年７月 当社入社

20,450株

2007年３月 茨城営業所所長

2013年３月 国際センター長

2014年３月 執行役員国際センター長

2015年３月 執行役員海外営業本部担当

2016年４月 執行役員海外営業本部長

2016年６月 取締役海外営業本部長

2017年３月 取締役海外営業本部長

中国・台湾・韓国エリア担当

2019年４月 常務取締役海外営業本部長

海外事業推進部担当

2020年４月 常務取締役海外営業本部長

海外事業推進部・アセアン・その他エリア担当

2021年４月 常務取締役海外営業本部長

海外事業推進部担当

2022年１月 常務取締役社長特命担当

監査・コンプライアンス推進役

2022年６月 取締役監査・コンプライアンス推進役就任

(現)
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

５

きく た よしみ

菊 田 嘉
(1968年９月20日生)

再任

1989年３月 当社入社

12,500株

2007年３月 ひたちなか営業所所長

2016年４月 執行役員ひたちなか営業所所長

東北・北関東エリア担当

2017年４月 執行役員横浜営業所所長

神奈川エリア担当

2017年６月 執行役員国内営業本部

東北・北関東エリア担当

2019年４月 執行役員国内営業本部

東北・甲信越エリア担当

2019年６月 取締役国内営業本部

東北・甲信越エリア担当

2020年４月 取締役海外営業本部副本部長

中国・台湾・韓国エリア担当

2022年１月 取締役海外営業本部長

中国・台湾・韓国エリア担当

2022年４月 取締役営業本部副本部長

海外営業統括部長

アセアン・その他エリア担当

2023年４月 取締役営業本部副本部長

海外営業統括部長

インド・アメリカエリア担当就任(現)

(重要な兼職の状況)

NIHON DENKEI(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役

ND KOREA CO.,LTD. 理事

日本電計(香港)有限公司 董事

電計科技研発(上海)股份有限公司 董事

電計貿易(上海)有限公司 董事

電計科技発展(上海)有限公司 董事

NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD. 取締役

PT.NIHON DENKEI INDONESIA 取締役

TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD. 取締役

NIHON DENKEI PHILIPPINES INC. 取締役

NIHON DENKEI(THAILAND)CO.,LTD. 取締役

DENKEI CORPORATION AMERICAS 取締役
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

６

あき やま まさ ひこ

秋 山 昌 彦
(1967年５月13日生)

再任

1990年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行

6,300株

2010年10月 同行秋田支社長

2013年４月 同行越谷支社長

2017年５月 同行大森支店長兼大森支社長

2020年11月 当社入社執行役員管理本部長付

2021年６月 取締役管理本部長就任(現)

(重要な兼職の状況）

電計科技研発(上海)股份有限公司 監事

電計貿易(上海)有限公司 監事

電計科技発展(上海)有限公司 監事

TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD. 監察人

ND KOREA CO.,LTD. 監事

PT.NIHON DENKEI INDONESIA 監査役

アイコーエンジニアリング㈱ 監査役

未来Ｂ計画㈱ 監査役

㈱エイリイ・エンジニアリング 監査役

新栄電子計測器㈱ 取締役

７

き むら ゆう じ

木 村 裕 二
(1962年10月６日生)

再任

1986年３月 当社入社

2,100株

2010年３月 仙台営業所 兼 山形営業所所長

2014年３月 横浜営業所所長

2017年３月 執行役員韓国現地法人責任者

2017年６月 執行役員横浜営業所所長

2018年３月 執行役員国内営業本部

神奈川エリア担当

2020年３月 上席執行役員国内営業本部

神奈川エリア担当

2022年３月 上席執行役員営業本部副本部長

国内営業統括部長

神奈川・東海中部エリア担当

2022年６月 取締役営業本部副本部長

国内営業統括部長

神奈川・東海中部エリア担当就任(現)

(重要な兼職の状況）

新栄電子計測器㈱ 取締役
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候補者

番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

８

さ く ま りょう

佐 久 間 涼
(1967年４月23日生)

再任

1990年４月

1993年１月

2003年10月

2007年10月

2009年４月

2013年11月

2016年４月

山一證券㈱入社

㈱日本情報システム入社

㈱SFCG取締役東京支店長

同社取締役不動産部部長

㈱ドッドウエルビー・エム・エス入社

同社セキュリティシステム事業本部副本部長(現)

プールス㈱取締役(現)
－株

2019年６月 当社取締役就任(現)

2023年４月 ㈱アイグリーズ代表取締役就任(現)

(重要な兼職の状況）
プールス㈱ 取締役
㈱アイグリーズ 代表取締役

９

さ とう あきら

佐 藤 哲
(1987年２月６日生)

再任

2011年４月 ㈱ドッドウエルビー・エム・エス入社

－株

2012年７月 あいホールディングス㈱出向

2016年12月 ㈱メディック監査役(現)

2018年５月 イシモリテクニックス㈱取締役(現)

2020年２月 日本チェリー㈱取締役(現)

2020年７月 あいホールディングス㈱管理本部広報室長

2021年６月 当社取締役就任(現）

2022年８月 Innovation Farm㈱取締役(現)

2022年11月 マイクロ・トーク・システムズ㈱取締役(現)
2022年12月 あいホールディングス㈱管理本部経営管理部長兼

広報室長(現)
2023年４月 ㈱アイグリーズ監査役(現)

(重要な兼職の状況）
イシモリテクニックス㈱ 取締役
日本チェリー㈱ 取締役
Innovation Farm㈱ 取締役
マイクロ・トーク・システムズ㈱ 取締役

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐久間涼氏及び佐藤哲氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要
① 佐久間涼氏は、株式会社アイグリーズの代表取締役及びプールス株式会社の取締役であり、

企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最
大化に資するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、株式会社アイグリ
ーズ及びプールス株式会社は筆頭株主であるあいホールディングス株式会社の子会社であ
ります。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって４年となり
ます。

② 佐藤哲氏は、イシモリテクニックス株式会社、日本チェリー株式会社、Innovation Farm株
式会社及びマイクロ・トーク・システムズ株式会社の取締役であり、企業経営における高
い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと
判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、イシモリテクニックス株式会社、
Innovation Farm株式会社及びマイクロ・トーク・システムズ株式会社は筆頭株主であるあ
いホールディングス株式会社の子会社であり、日本チェリー株式会社は関連会社でありま
す。同氏の当社社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

4． 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契
約を更新する予定であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員(３名)は、本総会の終結の時をもって任

期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いい

たしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

１

ふじ わら とし お

藤 原 敏 夫
(1960年1月19日生)

再任

1982年４月 岩崎通信機㈱入社

2,008株

2002年10月 岩通計測㈱入社

2004年７月 同社西日本営業所長

2007年11月 同社営業部長

2010年６月 同社取締役営業部長

2013年10月 同社取締役営業本部長

2016年７月 岩崎通信機㈱第二営業部担当部長

2017年３月 同社退社

2017年６月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現)

２

お ぐら よし お

小 倉 義 夫
(1963年10月16日生)

再任

1988年10月 日立工機㈱入社

－株

1997年７月 レクロイ・ジャパン㈱入社

2005年５月 ローデ・シュワルツ・ジャパン㈱入社

2015年７月 同社代理店営業部部長

2018年４月 同社退社

2018年６月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現)
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

３

さ の けい こ

佐 野 恵 子
(1966年10月17日生)

新任

1993年４月 住友銀行キャピタルマーケット会社(現 SMBC

キャピタルマーケット会社)入社 クレジット

アナリスト

－株

1995年７月 スミス・バーニー(現 米国シティグループ)

入社 クレジットアナリスト

1999年２月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行

株式会社) エクイティ・アナリスト

2000年12月 ナイト・セキュリティーズ入社 セールスト

レーダー

2002年１月 クロスボーダーコミュニケーションズ株式会

社入社 マネージング・パートナー

2009年７月 東京海上キャピタル株式会社(現 ティーキャ

ピタルパートナーズ株式会社)入社 グローバ

ルIR部門プリンシパル

2013年１月 ベインキャピタル・アジアLLC(現 ベインキャ

ピタル・プライベート・エクイティ・アジ

ア・LLC)入社 日本担当IR室長

2017年11月 J.Bridge合同会社設立 代表社員(現)

2018年１月 モニュメント・グループ・リミテッド・パー

トナーシップ代表取締役

2022年９月 あいホールディングス株式会社 社外取締役

(現)

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤原敏夫氏、小倉義夫氏、佐野恵子氏の３名は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
① 藤原敏夫氏につきましては、当社の属する電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務さ

れ、業界での豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査体制に生かしていただきたく、
社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社監査等委員である社外
取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。また、藤原敏夫氏は、
東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員の候補者であります。

② 小倉義夫氏につきましては、電子計測器業界の大手メーカーに長年勤務され、業界での
豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査体制に生かしていただきたく、社外取締役と
して選任をお願いするものであります。同氏の当社監査等委員である社外取締役の就任
期間は、本総会終結の時をもって５年であります。また、小倉義夫氏は、東京証券取引
所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員の候補者であります。

③ 佐野恵子氏につきましては、長年にわたり機関投資家向けIRと金融機関のアナリストを
経験し、グローバルな投資家の視点で当社の経営に対する指摘・指導を頂けることを期
待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、各候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契
約を更新する予定であります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に
備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いす
るものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 の
株 式 数

まつ もと よし お

松 本 善 夫
(1954年５月11日生)

1978年４月 東京国税局入局

－株

2003年７月 関東信越国税局大宮税務署副署長

2009年７月 東京国税局中野税務署長

2015年８月 松本善夫税理士事務所開設(現)

2020年６月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現)

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 松本善夫氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 松本善夫氏を監査等委員である取締役の補欠として選任する理由は、税理士の資格を有し、

財務及び会計に関する相当程度の知見を備えており、専門的な見地からの助言・提言を当
社の監査に生かしていただくため、補欠の社外取締役候補者として選任をお願いするもの
であります。

4. 松本善夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、松本善夫
氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引
所に届け出る予定であります。

5． 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。松本善夫氏
が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以 上
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事 業 報 告

(2022年４月１日から2023年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における当社を取り巻く環境は、新型コロナウイルス禍から経
済活動の正常化が進んだものの、部品不足による供給制約やインフレ進行等を背
景に緩やかな回復にとどまりました。物価高や、欧米各国のインフレ抑制を企図
した政策金利引き上げに伴う景気後退懸念、ロシアのウクライナ侵攻、米中対立
激化を背景とする地政学リスクの高まり、欧米金融システム不安等、先行きの極
めて不透明な状況が続いております。
当社グループが属する電子計測器、電源機器、環境試験機器等の業界におきま

しては、製造業全般に生産自動化等を企図した設備投資や成長分野への研究開発
投資が底堅い中、当社の主要ユーザーである自動車業界では、世界的な脱炭素化
の流れを受け、ＥＶや燃料電池等の次世代自動車に係る開発やＡＤＡＳ・自動運
転の技術開発には引き続き積極的な投資がなされております。また電子・電機業
界では、様々な分野で電子化・デジタル化の流れが加速しており、５Ｇに関連す
る社会インフラの整備や、ＩｏＴ等の投資が増加しております。
このような状況下、当社グループは、2021年６月に発表しました中期経営計画

に基づき、計測機器を主体とする基盤ビジネスの強化に加え、事業領域の拡大を
企図した成長戦略を遂行しております。具体的には、次世代自動車市場、ＡＤＡ
Ｓ・自動運転市場、ＩｏＴ市場、次世代通信５Ｇ市場を４つの重点市場と捉え、
理化学、エンジニアリング、ＥＭＣ、受託試験、インテグレートという５つの事
業を推進すると共に、グローバル展開の強化を図ってまいりました。

この結果、個別では売上高87,882百万円（前年同期比12.6％増）となり、粗利
益率は前年同期比1.1％向上したことから、売上総利益は前年同期比1,890百万円
増加しました。経費面では人的資本投資の拡大により人件費が増加し、経営基盤
強化に伴うシステム関連費用やコロナ禍からの経済活動回復に伴う国内外への出
張旅費等も増加しましたが、営業利益は3,150百万円（前年同期比938百万円増）
となりました。また、円安に伴う為替差益を計上したこと等から、経常利益は
3,593百万円（前年同期比1,043百万円増）となりました。
国内子会社では、校正サービスを請負うユウアイ電子株式会社が堅調な業績を

確保しましたが、その他の子会社は低迷しました。海外子会社では、受注は総じ
て堅調に推移する中、中国においてゼロコロナ政策に伴う都市封鎖が影響しまし
たが下期には業績は回復し、その他地域でも収益は底堅く推移しました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は104,778百万円（前年同期比14.1％増）

となりました。営業利益は3,740百万円（前年同期比1,075百万円増）、経常利益は
3,996百万円（前年同期比965百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
2,905百万円（前年同期比652百万円増）となりました。
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(2) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(8) 対処すべき課題

急速な金融引き締めの反動による世界経済の減速・後退懸念や、欧米で表面化
した金融システム不安の経済活動への影響、ロシアのウクライナ侵攻や米中対立
激化を背景とする地政学リスクの高まり等、当社を取り巻くマクロ環境の不透明
感は益々高まっています。

こうしたリスクが顕在化し当社に影響を及ぼす懸念がある一方、成長分野への
研究開発・設備投資は引き続き堅調に推移する見通しであります。当社が関係す
る自動車業界においては、脱炭素化に向けたＥＶや燃料電池等の次世代自動車に
係る開発や、ＡＤＡＳ・自動運転の技術開発には引き続き積極的な投資が見込ま
れます。また電子・電機業界においても、ＤＸの実現に向け電子化・デジタル化
の更なる進展が想定され、５Ｇ関連やＩｏＴ等の分野において引き続き積極的な
投資が見込まれます。

当社グループでは、パーパス「計測技術で社会に貢献」、ビジョン「テクニカル
商社への転身」を掲げた企業理念に基づき、中期経営計画の最終年度として成長
戦略を引き続き推進してまいります。成長が見込まれる４つの市場開拓に向けて
は、様々な分野のお客様の幅広いニーズにお応えするシステム提案型営業の更な
る強化や、５つの事業を中心に事業領域の拡大を図ってまいります。

また、中国、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、イン
ドネシア、インド、台湾、韓国、アメリカ等のグローバル拠点網を活用し、お客
様のニーズにスピーディーかつワールドワイドにお応えすると共に、グローバル
体制の整備・拡充を進めてまいります。

2022年７月には新たな人事制度を構築し、処遇の向上や適正な評価制度を整備
すると共に、教育制度の充実も進めております。今後も、社員のモチベーション
アップとスキル向上を図り、当社の企業理念・成長戦略に資する有能な人材の育
成・確保に向けた人的資本投資を強化してまいります。また、ＤＸを活用したマ
ーケティングの強化や、システム化・業務フロー見直しによる業務効率化も進め、
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経営基盤・管理体制の強化も図ってまいります。
今後も、成長戦略遂行による収益力増強と、経営基盤強化の両立を目指し、業

界のリーディングカンパニーとして企業価値向上を図る所存であります。
株主各位におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願

い申し上げます。

(9) 財産及び損益の状況

区 分
第75期

2020年３月期
第76期

2021年３月期
第77期

2022年３月期

第78期
(当連結会計年度)
2023年３月期

売 上 高(千円) 93,368,166 82,669,514 91,857,312 104,778,430

経 常 利 益(千円) 2,496,232 2,132,825 3,030,523 3,996,014

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,690,745 1,466,835 2,252,211 2,905,209

１株当たり当期純利益(円) 143.64 124.62 191.35 248.41

総 資 産(千円) 51,974,593 50,959,802 56,642,733 64,110,405

純 資 産(千円) 19,982,965 21,645,259 23,793,037 25,996,074

１株当たり純資産額(円) 1,649.09 1,770.05 1,957.64 2,179.66
(注)2022年１月１日付で普通株式１株につき普通株式1.5株の割合で株式分割を行っております。第75

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定
しております。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況（2023年３月31日現在）

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率
(％) 主要な事業内容

(連結子会社)

千マレーシアリンギット

NIHON DENKEI
(MALAYSIA)SDN.BHD.

マレーシア
クアラルンプール

3,000 100.00
各種電子計測器の
販売、修理、校正

千タイバーツ

NIHON DENKEI
(THAILAND)CO.,LTD.
(注)2

タイ
バンコク

10,000 48.99 〃

千韓国ウォン

ND KOREA CO.,LTD.
韓国
スウォン

350,000 85.71 〃
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会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率
(％) 主要な事業内容

千香港ドル

日本電計(香港)
有限公司

中国
香港

200 100.00 〃

千ベトナムドン

NIHON DENKEI
VIETNAM CO.,LTD.

ベトナム

ハノイ
18,878,140 100.00 〃

千元

電計科技研発(上海)
股份有限公司

中国
上海

42,488
56.23
(0.23)

研究開発サポート
試験技術の提供

千元

電計貿易(上海)
有限公司

中国
上海

42,926 100.00
各種電子計測器の
販売、修理、校正

千台湾ドル

TAIWAN DENKEI
SOLUTION CO.,LTD.

台湾
台北市

30,000 100.00 〃

千インドルピー

NIHON DENKEI INDIA
PRIVATE LTD.

インド
グルガオン

99,000
100.00
(0.03)

〃

千インドネシアルピア

PT.NIHON DENKEI
INDONESIA

インドネシア
ジャカルタ

14,511,200
100.00
(0.29)

〃

千フィリピンペソ

NIHON DENKEI
PHILIPPINES, INC.

フィリピン
サンタロサ

30,000 100.00 〃

千米ドル

DENKEI
CORPORATION
AMERICAS

アメリカ
シカゴ

2,500 100.00 〃

千元

電計科技研発(蘇州)
有限公司

中国
蘇州

6,000
100.00
(100.00)

研究開発サポート
試験技術の提供

千元

電計科技発展(上海)
有限公司

中国
上海

19,726 100.00
各種電子計測器の
販売、修理、校正

千円

アイコーエンジニア
リング株式会社

大阪府
東大阪市

50,000 100.00

荷重測定器、各種
耐久試験機等の電
子計測機器・精密
測定機器の製造・
販売

千円

ユウアイ電子
株式会社

埼玉県
川越市

20,000 100.00
各種電子計測器の
修理、校正
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会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率
(％) 主要な事業内容

千円

株式会社
エイリイ・エンジニアリ
ング

埼玉県
飯能市

100,000 100.00

宇宙、航空機に搭
載される通信機器
やアンテナ等の製
造・修理、校正

千円

未来Ｂ計画株式会社
東京都
台東区

10,000 100.00
服飾品等の製造・
販売及び旅行代理
店

千円

新栄電子計測器株式会社
神奈川県
藤沢市

14,000 100.00
監視システム・電
子計測機器の製
造・販売

(注) 1. 「出資比率」欄の（ ）は間接所有割合で内数であります。
2. 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものでありま

す。

③ 重要な関連会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率
(％) 主要な事業内容

(関連会社)
千ベトナムドン

計測機器の校正サ
ービス、計測機器
に関する教育・セ
ミナー事業等

JQA CALIBRATION
VIETNAM CO.,LTD.

ベトナム
ハノイ

32,300,000 49.00

④ 特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(11) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

当社グループは電子計測器、各種電子機器の部品、コンピューター及び周辺機
器、理科学機器・計量器、オフィスオートメーション・ファクトリーオートメー
ション機器等の製造・販売、並びに計測器等の修理・校正、ソフトウエアの企
画・販売、上記各機器のレンタル及びリース業務等を行っております。

(12) 主要な営業所（2023年３月31日現在）

① 当 社

〇本社 東京都台東区上野５丁目14番12号

〇営業所
仙台（仙台市）・郡山（郡山市）・宇都宮（宇都宮市）・ひたちなか（ひたちなか
市）・茨城（つくば市）・群馬（太田市）・埼玉（さいたま市）・長岡（長岡市）・長
野（長野市）・松本 (松本市）・山梨（甲府市）・金沢（金沢市）・千葉（千葉市）・
東京（台東区）・東京南 (品川区）・東京西（調布市）・多摩（八王子市）・川崎
（横浜市）・横浜（横浜市）・厚木 (厚木市）・湘南（平塚市）・三島（駿東郡）・浜
松（浜松市）・名古屋（長久手市）・刈谷（知立市）・三重（四日市市）・滋賀（栗
東市）・京都（京都市）・大阪（吹田市）・兵庫（明石市）・岡山（倉敷市）・広島
（広島市）・福岡（福岡市）・熊本（菊池郡）・鹿児島（霧島市）

2023年05月24日 20時30分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 18 ―

○推進部
・新規事業企画室（台東区）・ソリューション推進部（台東区）・モビリティ市場
推進部（台東区）・ＮＩ事業開発部（台東区）・クロス エンジニアリング部（台東
区）・施工管理部（台東区）・海外事業推進部（台東区）・マーケティング部（台東
区）

〇センター
国際センター（台東区）・商品センター（横浜市）

〇サテライト
秋田（由利本荘市）・大分（大分市）

〇ウェブショップ
計測器ワールド（台東区）

○支店
シンガポール

② 重要な子会社

重要な子会社の所在地は「１.企業集団の現況に関する事項 (10)重要な親会
社及び子会社の状況」に記載した所在地のとおりであります。

(13) 従業員の状況（2023年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

1,156名 61名増

② 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

564名 25名増 42.3歳 14.4年

(14) 主要な借入先（2023年３月31日現在）

借 入 先 借入金残高（千円)

株 式 会 社 り そ な 銀 行 4,971,434

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,627,660

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,525,002

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 1,500,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,095,100

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 22,500,000株

(2) 発行済株式の総数 11,567,849株（自己株式数250,658株を除く。）

(3) 株主数 4,913名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

あいホールディングス株式会社 2,342,400 20.24

有 限 会 社 高 田 興 産 1,036,419 8.95

日 本 電 計 取 引 先 持 株 会 621,500 5.37

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 390,000 3.37

日 本 電 計 従 業 員 持 株 会 347,166 3.00

株式会社エヌエフホールディングス 257,550 2.22

菊水ホールディングス株式会社 236,820 2.04

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 232,500 2.00

吉 田 知 広 176,250 1.52

I N T E R A C T I V E B R O K E R S LLC 154,651 1.33

(注) 持株比率は、自己株式（250,658株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項（2023年３月31日現在）

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

株主総会決議の日 2022年６月24日

新株予約権の数 2,600個

目的である株式の種類及
び数

普通株式 260,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない

新株予約権の行使価額
新株予約権１個当たり 148,800円
(１株当たり 1,488円)

新株予約権の行使期間 2024年８月11日から2032年８月10日

新株予約権の行使条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は
当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員
のいずれかの地位にあることを要するものとする。
ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合
による退任・退職、その他正当な理由が存すると取
締役会が認めた場合にはこの限りではない

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする

新株予約権の譲渡に関す
る事項

新株予約権の譲渡により取得する場合は、取締役会の
承認を要する

当社役員の保有状況

取締役(監査等委員である取締役を除く。)
新株予約権の数 2,400個
目的となる株式数 240,000株
保有者数 ７名

監査等委員である取締役
新株予約権の数 200個
目的となる株式数 20,000株
保有者数 ２名

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状
況

株主総会決議の日 2022年６月24日

新株予約権の数 700個

目的である株式の種類及
び数

普通株式 70,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない
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新株予約権の行使価額
新株予約権１個当たり 148,800円
(１株当たり 1,488円)

新株予約権の行使期間 2024年８月11日から2032年８月10日

新株予約権の行使条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は
当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員
のいずれかの地位にあることを要するものとする。
ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合
による退任・退職、その他正当な理由が存すると取
締役会が認めた場合にはこの限りではない

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする

新株予約権の譲渡に関す
る事項

新株予約権の譲渡により取得する場合は、取締役会の
承認を要する

当社使用人等への交付状
況

新株予約権の数 700個
目的となる株式数 70,000株
交付対象者数 ７名
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2023年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役会長 柳 丹 峰

電計貿易(上海)有限公司 董事長
電計科技研発(上海)股份有限公司 董事長
電計科技発展(上海)有限公司 董事長
日本電計(香港)有限公司 董事長

代表取締役社長 森 田 幸 哉

常務取締役 梶 原 琢 也 営業本部長 ユウアイ電子株式会社 取締役

取 締 役 和 田 史 宣
監査・コンプライアンス
推進役

取 締 役 菊 田 嘉

営業本部副本部長
海外営業統括部長
アセアン・その他エリア
担当

NIHON DENKEI(MALAYSIA)SDN.BHD. 取締役
ND KOREA CO.,LTD. 理事
日本電計(香港)有限公司 董事
電計科技研発(上海)股份有限公司 董事
電計貿易(上海)有限公司 董事
電計科技発展(上海)有限公司 董事
NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD. 取締役
PT.NIHON DENKEI INDONESIA 取締役
TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD. 取締役
NIHON DENKEI PHILIPPINES INC. 取締役
NIHON DENKEI(THAILAND)CO.,LTD. 取締役
DENKEI CORPORATION AMERICAS 取締役

取 締 役 秋 山 昌 彦 管理本部長

電計科技研発(上海)股份有限公司 監事
電計貿易(上海)有限公司 監事
電計科技発展(上海)有限公司 監事
TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD. 監察人
ND KOREA CO.,LTD. 監事
PT.NIHON DENKEI INDONESIA 監査役
未来B計画株式会社 監査役
新栄電子計測器株式会社 取締役

取 締 役 木 村 裕 二

営業本部副本部長
国内営業統括部長
神奈川・東海中部エリア
担当

新栄電子計測器株式会社 取締役

取 締 役 佐久間 涼 プールス株式会社 取締役

取 締 役 佐 藤 哲

イシモリテクニックス株式会社 取締役
日本チェリー株式会社 取締役
Innovation Farm株式会社 取締役
マイクロ・トーク・システムズ株式会社 取締役
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地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

取 締 役
(監査等委員)

藤 原 敏 夫

取 締 役
(監査等委員)

小 倉 義 夫

取 締 役
(監査等委員)

松 本 善 夫

(注) 1. 2022年６月24日開催の第77回定時株主総会において、新たに木村裕二氏が選任され、就任
いたしました。

2. 取締役佐久間涼、佐藤哲、藤原敏夫、小倉義夫、松本善夫の各氏は、社外取締役でありま
す。

3. 当社は、監査等委員会の監査、監督機能を強化し、日常的な情報収集および重要な社内会
議への出席による情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能に
する為、常勤の監査等委員を選定しております。

4. 取締役松本善夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。

5. 取締役藤原敏夫、小倉義夫、松本善夫の各氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条
の２に定める独立役員であります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、当社定款において会社法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりま
すが、現時点においては、各取締役との間で責任限定契約を締結しておりませ
ん。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負
うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのあ
る損害が填補されます。

なお、保険料につきましては、全額当社が負担しております。

(4) 取締役の報酬等の額

区 分 報酬等の
総 額

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数

基本報酬 業績連動
報 酬 等

非金銭
報酬等

取締役(監査等委員を除く)

(うち社外取締役)

千円
190,252
(4,219)

千円
175,896
(4,219)

千円
－

(－)

千円
14,356

(－)

名
９

(２)

取締役(監査等委員)

(うち社外取締役)
25,352

(25,352)
24,156

(24,156)
－

(－)
1,196

(1,196)
３

(３)
(注) 1. 2017年６月23日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額は取締役（監査等委員を除く）

報酬額年額400,000千円以内（うち社外取締役50,000千円以内）であります。当該定時株主
総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は８名であります。取締役（監査等委員）
報酬額年額50,000千円以内であります。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)
の員数は４名であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年６月24日開催の定時株
主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しストックオプションによ
る報酬等として100百万円以内、常勤の監査等委員である取締役に対し10百万円以内とする
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旨が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)の員数は９名、常勤の監査等委員である取締役の員数は２名、非常勤の監査等委員
である取締役の員数は１名であります。

2. 上記の非金銭報酬等の総額は、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に
係る当事業年度における費用計上額であります。

3. 使用人兼務取締役に支払った使用人報酬額66,370千円は含んでおりません。

(5) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定

方針

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、役員の報酬については、取締役会で決議したルールに基づいて、個人

別の支給額を取締役会で決定しております。

②決定方針の内容の概要

(a) 基本報酬（月額）の構成

・取締役の基本報酬月額を決定しております。

・代表権の有無、専務、常務については、それぞれ一定額を加算いたします。

・本部長、副本部長は、それぞれ一定額を加算いたします。

・役員報酬の世間相場等を勘案し、定期的に見直しを行います。

(b) 業績による加算

・前事業年度の業績を勘案して、基本報酬に加算を行います。

・加算する額は、基本報酬月額×社員へ支給する賞与月数です。

・社員へ支給する賞与は、固定賞与の夏2.0カ月、冬2.2カ月と業績に応じた期

末賞与、社長から四半期毎に支給される社長感謝金の合計です。

(c) 役員報酬の総額の上限

・役員報酬の総額の上限については、2017年６月23日開催の定時株主総会で決

議された取締役（監査等委員を除く）の報酬額年額400百万円、監査等委員で

ある取締役の報酬額年額50百万円で承認をいただいております。また、当該

金銭報酬とは別枠で、2022年６月24日開催の定時株主総会において取締役

（監査等委員を除く）に対しストックオプションによる報酬等として100百万

円以内、監査等委員である取締役に対し10百万円以内で承認をいただいてお

ります。

・その上限内で、株主への配当金の額、社員への賞与月数と著しくかい離しな

いこと、内部留保の充実等を総合的に勘案して、支給額の上限を定め、公平

かつ適正に支給しております。

イ．配当金総額の一定割合（80％）以内とすること

ロ．当期内部留保分（当期純利益－配当総額）の25％以下とすること

ハ．社員の支給月数を超えないこと

等の条件を全て満たす必要があります。
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(d) 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、新株予約権(ストック・オプション)とし、業績向上に対す

る意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、内

容、割当数等を決定しております。

③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものである

と取締役会が判断した理由

当事業年度においては、取締役会で取締役の個人別の報酬関係について上記

記載の方針をもとに決定しているため、決定方針に沿うものであると判断して

おります。

(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職先と当社との関係

取 締 役 佐久間 涼
プールス株式会社の取締役であり、当社の大株主である
あいホールディングス株式会社の子会社であります。

取 締 役 佐 藤 哲

イシモリテクニックス株式会社、日本チェリー株式会社、
Innovation Farm株式会社及びマイクロ・トーク・システ
ムズ株式会社の取締役であり、当社の大株主であるあい
ホールディングス株式会社の子会社であります。

② 社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名
主な活動状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 佐久間 涼
当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、議案及び
審議等に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 佐 藤 哲
当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、議案及び
審議等に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役
(監査等委員)

藤 原 敏 夫
当事業年度開催の取締役会14回全てに、また監査等委員
会10回全てに出席し、業界知識を通じて培った知識、見
地から必要な発言を適宜行っております。

取 締 役
(監査等委員)

小 倉 義 夫
当事業年度開催の取締役会14回全てに、また監査等委員
会10回全てに出席し、業界知識を通じて培った知識、見
地から必要な発言を適宜行っております。

取 締 役
(監査等委員)

松 本 善 夫

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、必要に応
じ、主に税理士としての専門的見地から発言、また、監
査等委員会10回全てに出席し、監査に関する重要事項の
協議等を行っております。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 井上監査法人
（注）当社の会計監査人でありましたアーク有限責任監査法人は、2022年6月24日開催の第77期定時株

主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

34,000千円
(注) 1. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績
の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金
融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておりませんので、上記①の金額はこ
れらの合計額を記載しております。

(3) 子会社の監査に関する事項

当社の子会社のうち、在外子会社14社につきましては、当社の会計監査人以外

の監査法人による監査を受けております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人

を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社

からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執

行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合に

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定

いたします。
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6. 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

① 当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が

必要不可欠であるとの認識の下、すべての役員及び従業員が公正で高い倫理観

に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めております。

具体的には、社長直属のリスク・コンプライアンス室を設置し、コンプライ

アンス体制の構築、コンプライアンス問題に対する受付、相談窓口、コンプラ

イアンス・マニュアルの改訂や教育計画の立案等を推進する体制としておりま

す。

また、コンプライアンスの推進については、日本電計グループの「コンプラ

イアンス・マニュアル」を制定しており、役員及び従業員等がそれぞれの立場

でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう研修等を

通じて意識の高揚を図っております。

その中で、外部法律事務所またはリスク・コンプライアンス室に相談・通報

できる「Denkei Group ホットライン」体制を設けており、役員及び従業員等

が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとし

ていることに気がついたときは、通報（匿名も可）しなければならないと定め

ており、会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない

ことを明らかにしております。

また、当社は、社長直轄の監査室を設置して、監査室が、定期的に実施する

内部監査を通じて、会社の業務執行の実態を把握し、すべての業務が法令、定

款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、調査・

検証することにより、不正防止ならびに経営効率の向上に努め、監査結果を社

長及び監査等委員会に報告することとしております。

また、株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制を整備し、財務

報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な開示を念頭に、経営の透明性を高める

よう努めております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取

締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情

報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保

存しております。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、リスク管理規程に基づき、様々な損失の危険に対して、危
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険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、損失

の危険を最小限にすべく、経営トップが率先して取り組むほか、組織的な対応

を行うこととしております。

具体的には、営業推進の根本となる「社員の安全確保」は、最重要と認識し

ており、大型地震対策、インフルエンザや新型コロナウイルスの大流行対策と

して諸施策を実施しております。

また、総務部門が担当して、緊急時に備えた連絡網の整備等に取り組み、平

時においては、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に具

体的に取り組んでおります。

また、当社の営業上の重要性の高いリスクである与信信用リスクについては、

管理本部が中心となり、一定の基準で毎月見直しを実施し、調査を指示するな

ど、与信管理の社内ルールの徹底と更なる管理体制の強化に取り組んでおりま

す。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

当社グループは、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならび

に取締役の業務執行状況について報告を求め、相互の監督等を行っております。

取締役会の機能をより強化し、透明性を確保し、さらに高いレベルの経営を

目指す観点から、社外の経営者を経営顧問として取締役会に参加していただき、

客観的な意見を経営に反映する体制をとっております。

また、取締役と執行役員を主なメンバーとする経営会議を毎月開催し、重要

問題について協議し、具体策をまとめ、代表取締役に意見具申する体制をとっ

ております。当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと

当社グループのあるべき姿を明確化し、具体的な行動目標を定めるため、中期

経営計画及び単年度の経営計画を策定しており、承認された中期経営計画に従

い、その達成に向けて、営業本部、管理本部、各営業所が具体的な目標を策定

しております。

また、進捗状況のチェックと情報共有化を狙いとして、役員・全営業所の所

長・副所長等の拠点責任者からなる全体営業会議を四半期毎に定例開催してお

ります。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループのコンプライアンスの推進については、日本電計グループの

「コンプライアンス・マニュアル」を活用し、役員及び従業員等がそれぞれの立

場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう研修等

を通じて意識の高揚を図っております。

当社は、当社グループ企業への指導・支援を実施するため、「グループ会社管

理規程」を制定しており、グループとしての協力体制を図るとともに、グルー
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プ会社の経営については、その自主性を尊重いたします。

また、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、適切

な経営管理を行っております。

また、連結子会社に対しては、監査室が定期的に監査を実施しているほか、

主要な子会社については、当社取締役が取締役や監査役に就任して監査を行い、

業務の適正を確保する体制を整備するよう努めております。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用

人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに

当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査

等委員会補助者として適切な者を任命し、監査等委員会の指示の実効性を確保

いたします。

また、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、そ

の任命・異動・評価・懲戒については、監査等委員会の意見を尊重し、決定い

たします。

監査等委員会の監査については、監査室の監査の結果を活用いたします。ま

た、監査室は、監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要

望する事項の内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。

監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）

について生じる諸費用については、監査等委員会より費用の申請があった場合

は、経理部門で確認の上支払うものとしております。

⑦ 当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告する体制ならびに

報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

体制

代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議にお

いて、随時その担当する業務の執行状況の報告を行っております。

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき、直

ちに監査等委員会に報告することとしております。

また、監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する

ため、全体営業会議や重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業

務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて監査等委員以外の取締役ま

たは使用人にその説明を求めております。

当社グループの役員及び従業員等が、社内においてコンプライアンス違反行

為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、Denkei

Group ホットライン(外部法律事務所など)に通報（匿名も可）しなければなら

ないと定めており、通報内容は直ちに監査等委員会に報告いたします。会社は、

通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないことを明らかにし
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ております。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

「内部監査規程」において、監査室長は監査等委員会との密接な連携を保つ

よう努めなければならない旨を定め、監査等委員会と連携して、内部監査の実

効性確保を図ることとしております。

また、監査等委員は、営業所の状況を把握するため、監査実施時に、監査室

長に帯同して、独自に監査を実施するほか、監査室の監査状況もチェックして

おります。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、2017年６月23日付で監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監

視・監督機能の強化、権限の委譲による迅速な意思決定ならびに業務執行による

経営の公正性、透明性及び効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の

強化を図っております。

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は、

以下のとおりであります。

① コンプライアンス

社長直属のリスク・コンプライアンス室を設置し、コンプライアンス体制の

構築、コンプライアンス問題に対する受付、相談窓口、コンプライアンス・マ

ニュアルの改訂や教育計画の立案等を推進する体制としております。

また、コンプライアンスの推進については、日本電計グループの「コンプラ

イアンス・マニュアル」を制定しており、役員及び従業員等がそれぞれの立場

でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう研修等を

通じて意識の高揚を図っております。

また、外部法律事務所またはリスク・コンプライアンス室へ相談・通報でき

る体制「Denkei Group ホットライン」を設けております。

② リスクマネジメント

当社は、リスク管理規程に基づき、様々な損失の危険に対して、危険の大小

や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、損失の危険を

最小限にすべく、経営トップが率先して取り組むほか、組織的な対応を行うこ

ととしております。

営業推進の根本となる「社員の安全確保」は、最重要と認識しており、大型

地震対策、インフルエンザや新型コロナウイルスの大流行対策として諸施策を

実施しております。

総務部門が担当して、緊急時に備えた連絡網の整備等に取り組み、平時にお

いては、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に具体的に

取り組んでおります。
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また、当社の営業上のトラブルや与信信用リスクについては、都度関係各部

で迅速に協議するとともに、毎月の経営会議で状況の報告や対応策の検討を実

施し、情報の共有化と具体的な対策の決定を適宜実施しております。

③ 取締役の職務の執行

当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役

の業務執行状況について報告を求め、相互の監督等を行っております。

取締役会の機能をより強化し、透明性を確保し、さらに高いレベルの経営を

目指す観点から、社外の経営者を経営顧問として取締役会に参加していただき、

客観的な意見を経営に反映する体制をとっております。

また、取締役と執行役員を主なメンバーとする経営会議を毎月開催し、重要

問題について情報を共有し協議を行い、具体策をまとめ、代表取締役に意見具

申する体制をとっております。

④ 監査等委員の監査

当社の監査等委員は、定期的に開催される監査等委員会（２カ月に１回およ

び臨時）ならびに取締役会（毎月１回および臨時）に出席するとともに、常勤

監査等委員においては、経営会議、営業会議、拡大方針説明会、管理職会議、

合同営業会議等の重要な会議に出席し、業務執行の状況を把握することで監査

の実効性の確保を図っております。

監査等委員は、監査の実効性を上げ、自らの目で確認するため、営業所や海

外子会社、国内子会社を訪問して、監査等委員としての監査を積極的に行って

おります。また、会計監査人監査や監査室の監査に立ち会うなど、会計監査人

や監査室の監査状況をチェックするほか、情報の共有により問題点の把握に努

めております。監査等委員による監査の結果については、適宜代表取締役社長

に報告されるとともに、取締役会にも定期的に報告しております。

⑤ 財務報告に係る内部統制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制室長が内部統制評価計

画書に基づき、毎年、営業所の管理課要員を適宜抜擢してチームを組織して、

財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。

⑥ 内部監査

監査室は、内部監査規程に基づき内部監査計画を作成し、当社および当社子

会社の内部監査を実施しております。監査結果は被監査部門に通知され、必要

に応じて是正処置がとられております。内部監査実施結果は、代表取締役社長

に直接報告するほか、取締役会に報告されております。
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(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する

基本方針については、特に定めておりません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

① 基本的な考え方

当社は、業績・財務状況等を総合的に勘案し継続的かつ安定的な配当を実施

すること、連結の配当性向35％程度を目標とすること、を配当政策の基本方針

としております。

② 当期の配当決定に当たっての考え方

当期の配当につきましては、中間配当を30円といたしました。

当期も、緩やかな景気回復や堅調な設備投資を背景に、業績は増収増益で当

初計画を上回る結果となりました。内部留保の蓄積が進み自己資本比率は安定

的に推移していること等も踏まえ、2023年５月11日に公表いたしました「剰余

金の配当に関するお知らせ」に記載の通り、期末配当を前回予想の40円から５

円増配して45円とさせていただく予定であります。

従いまして、当期の年間配当は、中間配当30円、期末配当45円の年間75円と

なる見込みであります。なお、前期の年間配当は株式分割後に換算しますと１

株当たり60円となるため、当期の年間配当75円は、前期と比較すると実質的に

15円の増配となる見込みであります。

2024年３月期の配当につきましては、中間配当、期末配当の年２回の剰余金

の配当を行うことを基本方針とし、当社の配当政策に沿って株主の皆様に引き

続き積極的な利益還元を図るべく、中間配当35円、期末配当45円の年間配当80

円を予定しております。

今後も業績の向上による利益確保に努めるとともに、株主様への積極的な利

益還元を検討してまいる所存であります。

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

2022年３月期

(分割後換算)

円 銭

―

円 銭

30.00

(20.00)

円 銭

―

円 銭

40.00

(40.00)

円 銭

70.00

(60.00)

2023年３月期 ― 30.00 ― 45.00 75.00

2024年３月期 ― 35.00 ― 45.00 80.00

(注) 2022年１月１日付で普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割を行っております。

……………………………………………………………………………………………………
(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2023年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (64,110,405) (負 債 の 部) (38,114,330)

流 動 資 産 (55,140,075) 流 動 負 債 (34,586,017)

現 金 及 び 預 金 8,425,747 支払手形及び買掛金 19,797,078

受取手形及び売掛金 34,808,157 短 期 借 入 金 9,798,840

電 子 記 録 債 権 4,299,742 １年内返済予定の長期借入金 1,338,455
商 品 及 び 製 品 4,433,463 リ ー ス 債 務 116,318
仕 掛 品 108,553 未 払 金 38,790
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 143,435 未 払 費 用 891,911
前 渡 金 2,620,113 未 払 法 人 税 等 671,787

前 払 費 用 90,342 未 払 消 費 税 等 110,744

未 収 収 益 10,644 預 り 金 182,232

未 収 入 金 272,714 そ の 他 1,639,859

そ の 他 35,373

貸 倒 引 当 金 △108,213 固 定 負 債 (3,528,312)

固 定 資 産 (8,970,329) 長 期 借 入 金 3,187,748

有 形 固 定 資 産 (6,298,917) リ ー ス 債 務 192,287

建 物 2,857,164 繰 延 税 金 負 債 38,612

構 築 物 21,134 退職給付に係る負債 109,164

車 両 運 搬 具 62,808 そ の 他 500

工 具 器 具 備 品 938,581

土 地 2,155,064 (純 資 産 の 部) (25,996,074)

リ ー ス 資 産 261,124 株 主 資 本 (23,846,252)

建 設 仮 勘 定 3,040 資 本 金 1,159,170

無 形 固 定 資 産 (397,836) 資 本 剰 余 金 1,417,158

借 地 権 39,087 利 益 剰 余 金 21,595,515

ソ フ ト ウ エ ア 282,844 自 己 株 式 △325,591

ソフトウエア仮勘定 48,168 その他の包括利益累計額 (1,367,719)

電 話 加 入 権 17,767 その他有価証券評価差額金 503,998

リ ー ス 資 産 9,969 為 替 換 算 調 整 勘 定 863,721

投 資 そ の 他 の 資 産 (2,273,575) 新 株 予 約 権 (19,739)

投 資 有 価 証 券 1,436,575 非 支 配 株 主 持 分 (762,362)

関 係 会 社 株 式 26,919

出 資 金 170

関 係 会 社 出 資 金 18,431

長 期 貸 付 金 1,980

長 期 前 払 費 用 19,820

差 入 保 証 金 571,028

繰 延 税 金 資 産 194,177

そ の 他 66,858

貸 倒 引 当 金 △62,386

資 産 合 計 64,110,405 負債及び純資産合計 64,110,405

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2022年４月１日から2023年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 104,778,430

売 上 原 価 90,985,364

売 上 総 利 益 13,793,065

販売費及び一般管理費 10,052,841

営 業 利 益 3,740,224

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 66,530

仕 入 割 引 43,991

為 替 差 益 99,627

補 助 金 収 入 45,916

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 51,821

雑 収 入 59,620 367,507

営 業 外 費 用

支 払 利 息 97,535

持分法による投資損失 10,106

手 形 売 却 損 3,899

雑 損 失 175 111,717

経 常 利 益 3,996,014

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,204

投 資 有 価 証 券 売 却 益 96,561 98,765

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 82

固 定 資 産 除 却 損 2,570

投 資 有 価 証 券 評 価 損 69,040 71,693

税金等調整前当期純利益 4,023,087

法人税、住民税及び事業税 1,132,988

法 人 税 等 調 整 額 21,009 1,153,997

当 期 純 利 益 2,869,090

非支配株主に帰属する当期純損失 36,119

親会社株主に帰属する当期純利益 2,905,209

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2022年４月１日から2023年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,159,170 1,417,158 19,513,779 △31,353 22,058,754

当期変動額

剰余金の配当 △823,473 △823,473

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,905,209 2,905,209

自己株式の取得 △294,238 △294,238

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － 2,081,736 △294,238 1,787,498

当期末残高 1,159,170 1,417,158 21,595,515 △325,591 23,846,252

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 443,928 537,505 981,434 － 752,848 23,793,037

当期変動額

剰余金の配当 △823,473

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,905,209

自己株式の取得 △294,238

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
60,070 326,215 386,285 19,739 9,514 415,539

当期変動額合計 60,070 326,215 386,285 19,739 9,514 2,203,037

当期末残高 503,998 863,721 1,367,719 19,739 762,362 25,996,074

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 19社

連結子会社の名称
NIHON DENKEI（MALAYSIA）SDN.BHD.・NIHON DENKEI（THAILAND）CO.,LTD.
ND KOREA CO.,LTD.・日本電計（香港）有限公司
NIHON DENKEI VIETNAM CO.,LTD.・電計科技研発（上海）股份有限公司
電計貿易（上海）有限公司・TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD.
NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD.・PT.NIHON DENKEI INDONESIA
NIHON DENKEI PHILIPPINES, INC.・DENKEI CORPORATION AMERICAS
電計科技研発（蘇州）有限公司・電計科技発展（上海）有限公司
アイコーエンジニアリング株式会社・ユウアイ電子株式会社
株式会社エイリイ・エンジニアリング・未来Ｂ計画株式会社
新栄電子計測器株式会社

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称
電計測控科技(厦門)有限公司

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

持分法を適用した関連会社の数 １社

持分法を適用した関連会社の名称
JQA CALIBRATION VIETNAM CO.,LTD.

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

会社等の名称

①非連結子会社

電計測控科技(厦門)有限公司

②関連会社

株式会社サープレス
持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から
除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重
要性がないため、持分法の適用から除外しております。
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(3) 持分法適用会社の事業年度に関する事項

持分法適用会社であるJQA CALIBRATION VIETNAM CO.,LTD.の決算日は12月31日
であります。連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用して
おります。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社19社のうち、
NIHON DENKEI（MALAYSIA）SDN.BHD.・NIHON DENKEI（THAILAND）CO.,LTD.
ND KOREA CO.,LTD.・日本電計（香港）有限公司
NIHON DENKEI VIETNAM CO.,LTD.・電計科技研発（上海）股份有限公司
電計貿易（上海）有限公司・TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD.
NIHON DENKEI INDIA PRIVATE LTD.・PT.NIHON DENKEI INDONESIA
NIHON DENKEI PHILIPPINES INC.・DENKEI CORPORATION AMERICAS
電計科技研発（蘇州）有限公司・電計科技発展（上海）有限公司

は連結計算書類の作成にあたって12月31日現在の計算書類を使用し、連結決算
日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①棚 卸 資 産

商品及び製品 主として移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げ

の方法)

②有 価 証 券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合(金融商品取引法第２条第２項により有価証券
とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算日に応じて入手
可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっ
ております。

③デリバティブ

時価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

主に定額法によっております。
主な耐用年数

建物 ３年～50年

車両運搬具 ４年～５年

工具器具備品 ３年～20年
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②無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間 (５年）
に基づく定額法を採用しております。

③リ ー ス 資 産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース
期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社グループは主として、電子計測器等の販売及び修理、校正、保守等を行っ
ております。約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとして
おります。
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な
履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常
の時点）は以下のとおりであります。

①商品及び製品の販売

国内における商品及び製品の販売については、「収益認識に関する会計基準の適
用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品及び製
品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合については、
顧客への引き渡しにより顧客に当該商品及び製品の支配が移転し、履行義務が
充足されるため、出荷時に収益を認識しております。それ以外の場合について
は、商品及び製品が顧客に検収されることにより顧客に当該商品及び製品の支
配が移転し、履行義務が充足されるため、検収時に収益を認識しております。
商品及び製品の輸出販売については、顧客との契約に基づいた貿易条件により、
商品及び製品に対するリスク負担が顧客に移転した時点で顧客に支配が移転し
支配を獲得するため、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識
しております。

②修理・校正・保守等のサービスの提供

修理・校正・保守等のサービスの提供については、履行義務が一時点で充足さ
れる場合には、関連した商品及び製品の出荷時点で当該履行義務が充足される
と判断し、収益を認識しております。また、履行義務が一定期間にわたり充足
される場合には、時の経過に伴い当該履行義務が充足されると判断し、契約期
間にわたって均等按分することにより収益を認識しております。
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(5) 退職給付に係る会計処理の方法

一部の国内子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給
付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
用しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は各在外子会社の決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
勘定及び非支配株主持分に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を
採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金利息

③ヘッジ方針

借入金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジ有効性の評価
を省略しております。

会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目
であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるも
のは次のとおりです。

（政策的に保有する棚卸資産の評価）

1.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 1,458,718千円

2.その他見積りの内容に関する理解に資する情報

政策的に保有する棚卸資産の評価については、「連結計算書類の作成のための基
本となる重要な事項に関する注記等 4. 会計方針に関する事項、(1) 重要な資産
の評価基準及び評価方法」によっております。当該評価に関して、将来の不確実
な経済状況及び会社の経営状況の影響を受けて、当初想定していた販売等が見込
めなくなった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において評価損が発生する可
能性があります。

2023年05月24日 20時30分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 40 ―

会計方針の変更に関する注記

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度
の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱い
に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
適用することとしております。
なお、連結計算書類に与える影響はありません。

連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,172,309千円

2. 受取手形割引高 381,892千円

電子記録債権割引高 1,971,086千円
3. 顧客との契約から生じた債権の残高

受取手形 348,403千円
売掛金 34,459,754千円

4. 流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 1,626,490千円

連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して

記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「収益認識に関する
注記 １.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 11,818,507株

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会 普通株式 470,773 利益剰余金 40 2022年

３月31日
2022年
６月27日

2022年11月10日
取締役会 普通株式 352,699 利益剰余金 30 2022年

９月30日
2022年
12月５日

3. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度となるもの
2023年６月23日開催の第78回定時株主総会において、次のとおり決議する予定で
あります。

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会 普通株式 520,553 利益剰余金 45 2023年

３月31日
2023年
６月26日
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に電子計測器の販売事業を行うための運転資金計画に照

らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。
一時的な余資につきましては安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的

な運転資金を銀行借入により調達しております。投機的な取引は行わない方針
であります。

デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投
機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リス
クに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じ
ている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則
として、外貨建ての営業債権の回収促進と日本への送金促進による為替変動リ
スクの平準化を図りヘッジしております。

投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式等であ
り、市場価格の変動リスク等に晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど４ヶ月以内の支払期日であ
ります。

また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変
動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内
にあります。

借入金は、営業取引に係る資金の調達を目的としており、変動金利の借入金
は金利変動リスクに晒されております。借入金の返済日は決算日後、最長でも
５年程度であります。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取
引を目的とした金利スワップ取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、取引先が大企業から中小企業まで数千社存在することから、与信管
理規程に従い、売掛金について、取引開始時や案件採択時に営業本部及び管理
本部で与信限度の設定や回収条件について協議・決定するほか、日常的には、
各営業所が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期
日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
握や軽減を図っております。

連結子会社や出資先についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理
を行っております。

デリバティブ取引は、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関と
のみ取引を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、為替リスクヘッジのための外貨運用については、外貨運用基準を設
け、取締役会での承認を受けた上で限度を設定して実施しており、月次の取引
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実績は、社長及び経営会議に報告しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況

等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
ます。

借入金に係る支払金利は、金利スワップ取引を利用し、変動リスクを抑制し
ております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新
するとともに、手許流動性は、連結売上高の３ヶ月分相当を目途に確保してお
ります。

また、資金調達に支障が出ないように、財務状況を定期的に金融機関に報告
を行い、調達額や資金使途の妥当性を説明し、信用維持に努め、流動性リスク
を管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における売掛金は数千社先に分散されており、信用リ
スクの集中は回避されております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。

なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、
支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しております。
また、デリバティブ取引は、連結決算日において該当はありません。

（単位：千円)

連結貸借対照表
計 上 額（*) 時 価（*） 差 額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 1,383,411 1,383,411 －

(2) 長期借入金（１年内返済予定
の長期借入金含む）

(4,526,203) (4,530,898) △4,695

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(注)市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
は以下のとおりであります。

（単位：千円)

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（※1）

投資事業組合出資金（※2）

関係会社株式（※1）

関係会社出資金（※1）

20,836

32,328

26,919

18,431

合 計 98,515

（※1）非上場株式等については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用
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指針第19号 2020年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象としておりません。
（※2）投資事業組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象としておりません。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最
も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

区 分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,383,411 － － 1,383,411

(2)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品以外の金融商品

区 分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

長期借入金(1年以内返済予
定の長期借入金含む) － 4,530,898 － 4,530,898

（注）1．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
なお、連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

（単位：千円)

種 類 取得原価 連結貸借対照表 差 額

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 株 式 607,706 1,314,952 707,246

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 株 式 83,120 68,458 △14,661

合 計 690,826 1,383,411 692,584

長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類
しております。
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(注)２. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円)

１年以内 １ 年 超
２年以内

２ 年 超
３年以内

３ 年 超
４年以内

４ 年 超
５年以内 ５ 年 超

長期借入金 1,337,955 2,616,026 441,772 130,500 － －

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 中国 その他

売上高

電子計測機器 33,602,566 5,554,526 2,387,014 41,544,107

製造・加工・検査装置 8,312,466 1,379,234 592,715 10,284,415

電子部品・機構部品 15,743,715 2,612,253 1,122,595 19,478,564

ＰＣ及び関連製品 6,754,252 1,120,689 481,607 8,356,549

環境・評価・試験機器 5,782,019 909,914 391,028 7,082,962

画像測定・表面観察 4,336,882 719,591 309,238 5,365,712

その他 9,785,100 2,238,667 642,349 12,666,117

顧客との契約から生じる収益 84,317,003 14,534,876 5,926,550 104,778,430

2. 収益を理解するための基礎となる情報

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4.会計
方針に関する事項 (4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 34,733,132
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 39,107,899
契約負債(期首残高) 925,307
契約負債(期末残高) 1,626,490

契約負債は主に、契約に基づく履行に先立って顧客から受領した対価に関連するもので
あり、契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。契約負債は、連結貸借対
照表の流動負債に含まれております。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 2,179円66銭

2. １株当たり当期純利益 248円41銭

3. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 247円00銭
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重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

（2023年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (54,210,413) (負 債 の 部) (33,449,306)

流 動 資 産 (43,911,034) 流 動 負 債 (30,266,490)

現 金 及 び 預 金 4,434,950 支 払 手 形 3,739,590

受 取 手 形 176,168 買 掛 金 14,578,983

電 子 記 録 債 権 4,287,071 短 期 借 入 金 8,700,000

売 掛 金 31,374,947 １年内返済予定の長期借入金 1,326,188

商 品 2,529,402 リ ー ス 債 務 2,135

前 渡 金 858,224 未 払 金 8,360

前 払 費 用 50,073 未 払 費 用 711,915

未 収 入 金 193,116 未 払 法 人 税 等 601,338

そ の 他 9,104 未 払 消 費 税 等 107,989

貸 倒 引 当 金 △2,024 契 約 負 債 339,634

固 定 資 産 (10,299,378) 預 り 金 144,614

有 形 固 定 資 産 (4,758,707) そ の 他 5,740

建 物 2,584,734

構 築 物 10,153 固 定 負 債 (3,182,815)

車 両 運 搬 具 2,153 長 期 借 入 金 3,170,248

工 具 器 具 備 品 288,704 リ ー ス 債 務 3,118

土 地 1,868,251 繰 延 税 金 負 債 8,949

リ ー ス 資 産 4,709 そ の 他 500

無 形 固 定 資 産 (329,761)

借 地 権 3,806 (純 資 産 の 部) (20,761,107)

ソ フ ト ウ エ ア 262,471 株 主 資 本 (20,237,161)

ソフトウエア仮勘定 48,168 資 本 金 (1,159,170)

電 話 加 入 権 15,315 資 本 剰 余 金 (1,333,000)

投 資 そ の 他 の 資 産 (5,210,910) 資 本 準 備 金 1,333,000

投 資 有 価 証 券 1,383,835 利 益 剰 余 金 (18,070,582)

関 係 会 社 株 式 1,738,713 利 益 準 備 金 137,800

出 資 金 10 そ の 他 利 益 剰 余 金 17,932,782

関 係 会 社 出 資 金 926,112 別 途 積 立 金 4,310,000

従業員に対する長期貸付金 1,980 繰 越 利 益 剰 余 金 13,622,782

関係会社長期貸付金 667,700 自 己 株 式 △325,591

破 産 更 生 債 権 等 62,386 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (504,205)

差 入 保 証 金 489,912 その他有価証券評価差額金 504,205

そ の 他 2,646 新 株 予 約 権 (19,739)

貸 倒 引 当 金 △62,386

資 産 合 計 54,210,413 負債及び純資産合計 54,210,413

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2022年４月１日から2023年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 87,882,737

売 上 原 価 77,718,434

売 上 総 利 益 10,164,302

販売費及び一般管理費 7,013,399

営 業 利 益 3,150,902

営 業 外 収 益

受 取 利 息 19,367

受 取 配 当 金 112,234

仕 入 割 引 43,274

為 替 差 益 248,240

地 代 収 入 1,434

雑 収 入 74,371 498,924

営 業 外 費 用

支 払 利 息 52,496

手 形 売 却 損 3,899 56,396

経 常 利 益 3,593,431

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 231

投 資 有 価 証 券 売 却 益 96,561 96,792

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 815

投 資 有 価 証 券 評 価 損 69,040 69,855

税 引 前 当 期 純 利 益 3,620,368

法人税、住民税及び事業税 996,029

法 人 税 等 調 整 額 △19,902 976,126

当 期 純 利 益 2,644,241

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2022年４月１日から2023年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越

利益剰余金

当期首残高 1,159,170 1,333,000 1,333,000 137,800 4,310,000 11,802,014 16,249,814

当期変動額

剰余金の配当 △823,473 △823,473

当期純利益 2,644,241 2,644,241

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － 1,820,768 1,820,768

当期末残高 1,159,170 1,333,000 1,333,000 137,800 4,310,000 13,622,782 18,070,582

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △31,353 18,710,631 445,401 445,401 － 19,156,033

当期変動額

剰余金の配当 △823,473 △823,473

当期純利益 2,644,241 2,644,241

自己株式の取得 △294,238 △294,238 △294,238

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
58,803 58,803 19,739 78,543

当期変動額合計 △294,238 1,526,530 58,803 58,803 19,739 1,605,073

当期末残高 △325,591 20,237,161 504,205 504,205 19,739 20,761,107

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚 卸 資 産

商 品 移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げ

の方法)

(2) 有 価 証 券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合(金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

(3) デリバティブ

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

(リース資産を除く)

定額法

主な耐用年数

建物 ３年～50年
車両運搬具 ４年
工具器具備品 ３年～20年

(2) 無形固定資産

(リース資産を除く)

自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

して算定する定額法によっております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。
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4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

当社は主として、電子計測器等の販売及び修理、校正、保守等を行っておりま
す。約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー
ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

は以下のとおりであります。

(1)商品の販売

国内における商品の販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」
第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品の支配が顧客に
移転される時までの期間が通常の期間である場合については、顧客への引き渡
しにより顧客に当該商品の支配が移転し、履行義務が充足されるため、出荷時
に収益を認識しております。それ以外の場合については、商品が顧客に検収さ
れることにより顧客に当該商品の支配が移転し、履行義務が充足されるため、
検収時に収益を認識しております。
商品の輸出販売については、顧客との契約に基づいた貿易条件により、商品に
対するリスク負担が顧客に移転した時点で顧客に支配が移転し支配を獲得する
ため、当該時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

(2)修理・校正・保守等のサービスの提供

修理・校正・保守等のサービスの提供については、履行義務が一時点で充足さ
れる場合には、関連した商品の出荷時点で当該履行義務が充足されると判断し、
収益を認識しております。また、履行義務が一定期間にわたり充足される場合
には、時の経過に伴い当該履行義務が充足されると判断し、契約期間にわたっ
て均等按分することにより収益を認識しております。

6. 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を
採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金利息

③ヘッジ方針

借入金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジ有効性の評価
を省略しております。
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会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりです。

（政策的に保有する棚卸資産の評価）
1.当事業年度の計算書類に計上した金額

商品 1,458,718千円
2.その他見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表に同一内容を記載しているため、記載を省略しております。

会計方針の変更に関する注記

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期
首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従
って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用
することとしております。
なお、計算書類に与える影響はありません。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 935,516千円
短期金銭債務 258,912千円
長期金銭債権 667,700千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 663,205千円
3. 受取手形割引高 381,892千円

電子記録債権割引高 1,971,086千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 4,695,080千円
仕入高 1,095,928千円

営業取引以外の取引高 132,186千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 250,658株
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 41,699千円

貸倒引当金 19,722千円

未払賞与 104,948千円

関係会社株式評価損 157,617千円

投資有価証券評価損 58,950千円

その他 57,272千円

繰延税金資産小計 440,211千円

評価性引当額 △262,758千円

繰延税金資産合計 177,453千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △186,402千円

繰延税金負債合計 △186,402千円

繰延税金負債の純額 △8,949千円

収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 収
益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 1,793円02銭

2. １株当たり当期純利益 226円10銭

3. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 224円81銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年５月26日

日 本 電 計 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

井上監査法人
東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 萱 嶋 秀 雄

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 勝 博

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本電計株式会社の2022年４月１日から

2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、日本電計株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年５月26日

日 本 電 計 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

井上監査法人
東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 萱 嶋 秀 雄

指定社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 勝 博

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本電計株式会社の2022年４月１日

から2023年３月31日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第78期事業年度の取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連
結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)
について検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月29日

日本電計株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 藤 原 敏 夫 ㊞

常勤監査等委員 小 倉 義 夫 ㊞

監査等委員 松 本 善 夫 ㊞

(注) 監査等委員 藤原敏夫、小倉義夫及び松本善夫は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
規定する社外取締役であります。

以 上
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第78回定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都台東区東上野１丁目26番２号
オーラム 地下２階 ラ・サル ローヤル
電話 03（5812）1123

◆交通のご案内◆
● 大江戸線・つくばエクスプレス線 新御徒町駅「A１」出口 徒歩２分
● 日比谷線 仲御徒町駅北口 徒歩６分
● 銀座線 稲荷町駅 徒歩５分
● 山手線 御徒町駅北口 徒歩８分

ご来場される株主様へのお土産の配布及び株主総会終了後の懇親会は予定しておりま

せん。予めご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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